
No. 事業名 事業内容 事業始期 事業終期 担当課

1 相生市生活応援商品券事業

物価高騰の影響を受けている市民の家計負担を軽減するととも

に、市内商店及び飲食店での消費を促進し、地域経済を活性化

させるため、市民１人（令和８年１月１日時点で相生市に住民

登録がある人）に対し、額面10,000円（1,000円券×10枚）を

配布する。

R7.12 R8.3 地域振興課

2 給食事業負担金支援事業

原油価格・物価高騰の影響を受けている中で、給食事業を継続

し市民に転嫁せず安定した運営を円滑に行うことを目的とし

て、学校給食会に対し、児童生徒の給食費相当分を支援する。

R7.4 R8.3 学校教育課

3 給食事業ガス料金高騰分支援事業

原油価格・物価高騰の影響を受けている中で、給食事業を継続

し、市民に転嫁せず運営を円滑に行うことを目的として、各小

中学校の給食事業ガス料金の燃料高騰分を支援する。

R7.4 R8.3 学校教育課

4 市庁舎等電気料金高騰分支援事業

直接住民の用に供する施設が原油価格・物価高騰の影響を受け

ている中で、取り組みや活動を継続し、運営を円滑に行うこと

を目的として、市庁舎等の施設電気料高騰分を支援する。

R7.4 R8.3 財政課

5 市営斎場電気料金高騰分支援事業

直接住民の用に供する施設が原油価格・物価高騰の影響を受け

ている中で、取り組みや活動を継続し、運営を円滑に行うこと

を目的として、市営斎場ささゆり苑の施設電気料高騰分を支援

する。

R7.4 R8.3 環境課

6 福祉会館電気料金高騰分支援事業

直接住民の用に供する施設が原油価格・物価高騰の影響を受け

ている中で、取り組みや活動を継続し、運営を円滑に行うこと

を目的として、市立総合福祉会館の施設電気料高騰分を支援す

る。

R7.4 R8.3 社会福祉課

7 小学校電気料金高騰分支援事業

直接住民の用に供する施設が原油価格・物価高騰の影響を受け

ている中で、取り組みや活動を継続し、運営を円滑に行うこと

を目的として、市内各小学校の施設電気料高騰分を支援する。

R7.4 R8.3 管理課

8 中学校電気料金高騰分支援事業

直接住民の用に供する施設が原油価格・物価高騰の影響を受け

ている中で、取り組みや活動を継続し、運営を円滑に行うこと

を目的として、市内各中学校の施設電気料高騰分を支援する。

R7.4 R8.3 管理課

9 幼稚園電気料金高騰分支援事業

直接住民の用に供する施設が原油価格・物価高騰の影響を受け

ている中で、取り組みや活動を継続し、運営を円滑に行うこと

を目的として、市内各幼稚園の施設電気料高騰分を支援する。

R7.4 R8.3 管理課

10 市民体育館電気料金高騰分支援事業

直接住民の用に供する施設が原油価格・物価高騰の影響を受け

ている中で、取り組みや活動を継続し、運営を円滑に行うこと

を目的として、市民体育館の施設電気料高騰分を支援する。

R7.4 R8.3 体育振興課

11 公民館等電気料金高騰分支援事業

直接住民の用に供する施設が原油価格・物価高騰の影響を受け

ている中で、取り組みや活動を継続し、運営を円滑に行うこと

を目的として、公民館等の施設電気料高騰分を支援する。

R7.4 R8.3 生涯学習課

12 文化会館電気料金高騰分支援事業

直接住民の用に供する施設が原油価格・物価高騰の影響を受け

ている中で、取り組みや活動を継続し、運営を円滑に行うこと

を目的として、文化会館の施設電気料高騰分を支援する。

R7.4 R8.3 生涯学習課

13 相生市子ども食堂運営団体支援事業

原油価格・物価高騰の影響を受けているこども食堂運営団体に

対し、継続的・安定的にこども食堂が運営できるよう支援を行

う。

R7.4 R8.3 社会福祉課

14 デマンドタクシー運行事業

原油価格・物価高騰の影響を受けている中で、住民の日常の移

動手段を担う重要な公共交通機関であるデマンドタクシーの安

定的な運行の継続を図る。

R7.4 R8.3 地域振興課

15 地域乗合タクシー運行事業

原油価格・物価高騰の影響を受けている中で、住民の日常の移

動手段を担う重要な公共交通機関である地域乗合タクシーの安

定的な運行の継続を図る。

R7.4 R8.3 地域振興課

16 燃料価格高騰に係る公共交通事業者支援事業
燃料価格高騰の影響を受けている市内公共交通等事業者の負担

軽減を図るため、支援を行う。
R7.4 R8.3 地域振興課

17 燃料価格高騰に係る運送事業者支援事業
燃料価格高騰の影響を受けている市内運送事業者の負担軽減を

図るため、燃料価格高騰分に対する支援金を交付する。
R8.3 R8.3 地域振興課

令和７年度　物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用事業



No. 事業名 事業内容 事業始期 事業終期 担当課

令和７年度　物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用事業

18 福祉施設等光熱費等高騰対策一時支援金補助事業

光熱費・食費等の高騰による利用者負担の増加を抑制し、安定

的かつ継続的にサービスを提供できるよう支援するため、障害

者施設に対し、一時支援金を交付する。

R8.3 R8.3 社会福祉課

19 保育施設等への一時支援金補助事業

物価高騰の影響を受けた事業者が安定的かつ継続的にサービス

を提供できるよう支援するため、保育施設に対し、一時支援金

を交付する。

R8.3 R8.3 子育て元気課

20 福祉施設等等光熱費等高騰対策支援事業

光熱費・食費等の高騰による利用者負担の増加を抑制し、安定

的かつ継続的にサービスを提供できるよう支援するため、高齢

者施設に対し、一時支援金を交付する。

R8.3 R8.3 長寿福祉室

21 給食事業負担金支援事業（食材費高騰分）

食料費価格等の物価高騰の影響を受けている中で、食材費高騰

分を市民に転嫁することなく、負担軽減を図るため、学校給食

会に対し、児童生徒の給食費（食材費高騰分）相当分を支援す

る。

R7.4 R8.3 学校教育課

22 カキ種苗確保支援事業

種苗価格が高騰し、経営に影響が出ている養殖カキの生産者に

対して、持続可能なカキ養殖経営の確立を図るため、カキ種苗

購入費用の補助を行う。

R8.3 R8.3 農林水産課


